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今
臨
時
会
で
は
、
議
長
・

副
議
長
選
挙
に
引
き
続
き
、

常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委

員
会
な
ど
の
各
役
職
の
選
任

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た

「
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い

て
」（
議
案
第
四
十
二
号
、

第
四
十
三
号
、
第
四
十
四
号
、

第
四
十
五
号
）
お
よ
び
「
平

成
二
十
三
年
度
茅
ヶ
崎
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）」（
議
案
第
四
十
六
号
）、

「
茅
ヶ
崎
市
特
別
職
の
職
員

の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及

び
茅
ヶ
崎
市
教
育
委
員
会
の

教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間

そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
」（
議
案
第
四
十
七
号
）、

「
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任

に
つ
い
て
」（
議
案
第
四
十

八
号
）
の
七
議
案
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
七
議
案
と
も
全

会
一
致
で
承
認
・
可
決
・
同

意
さ
れ
ま
し
た
。

議

　長

　柾
木

　太
郎

（
五
期
・
湘
風
ク
ラ
ブ
・
無
所
属
・
五
十
歳
）

副
議
長

　高
橋

　輝
男

（
七
期
・
公
明
ち
が
さ
き
・
公
明
党
・
六
十
歳
）

　私
た
ち
は
、
こ
の
た
び
栄
誉
あ
る
茅
ヶ
崎
市
議
会
議
長
、

副
議
長
の
要
職
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

　身
に
余
る
光
栄
で
あ
る
と
と
も
に
、
改
め
て
そ
の
重
責
を

痛
感
し
て
お
り
ま
す
。
微
力
な
が
ら
、
公
正
な
議
会
運
営
、

さ
ら
に
は
茅
ヶ
崎
市
政
の
発
展
の
た
め
、
誠
心
誠
意
努
力
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　市
制
施
行
以
来
三
十
人
で
あ
っ
た
本
市
議
会
の
議
員
定
数

が
二
十
八
人
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
議
会
が
主
権
を
有
す

る
市
民
の
負
託
に
的
確
に
応
え
て
い
く
こ
と
な
ど
を
目
的
と

す
る
茅
ヶ
崎
市
議
会
基
本
条
例
が
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。

　本
年
四
月
か
ら
新
た
な
総
合
計
画
も
ス
タ
ー
ト
し
、
行
政

に
お
い
て
も
本
計
画
を
着
実
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
議
会
と
い
た

し
ま
し
て
も
、
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
議
会
の
役
割
と

責
任
を
認
識
し
、
市
民
の
負
託
を
受
け
た
二
十
八
人
の
議
員

が
一
層
の
研
鑽
に
努
め
る
と
と
も
に
、
市
民
に
開
か
れ
、
分

か
り
や
す
く
、
さ
ら
に
は
信
頼
さ
れ
る
議
会
の
実
現
を
目
指

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　今
後
と
も
本
市
議
会
へ
の
市
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
支
援
を

お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

就任のあいさつ

さ
ん

平成23年
第1回臨時会
平成23年
第1回臨時会

　平
成
二
十
三
年
第
一
回
茅
ヶ
崎
市
議
会
臨
時
会
が
、
五
月
十
三
日
お
よ
び
十
四
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

正
・
副
議
長
を
は
じ
め
各
委
員
会
委
員
の
選
任
な
ど
、
議
会
の
新
し
い
役
職
が
決
定
し
ま
し
た
。

新
し
い
市
議
会
の
ス
タ
ー
ト
で
す

新
し
い
市
議
会
の
ス
タ
ー
ト
で
す

〜
正
・
副
議
長
、
各
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
決
ま
る
〜

新
し
い
市
議
会
の
ス
タ
ー
ト
で
す

七
議
案
を
承
認
・
可
決
・
同
意

※（  ）内は期数・所属会派名・所属党派名・年齢



ちがさき市議会だより 臨時号（３） （２）

議会運営委員会

議会だより編集委員会
　議会だよりの発行について編集が適正に行われるよ
う設置されています。

議長が
宣告し
ます。

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

委 員 長　新倉　真二
副委員長　小島　勝己
委　　員　早川　仁美　　西田　淳一　　永瀬　秀子
　　　　　岡崎　　進　　山田　悦子　　山崎　広子
　　　　　滝口　友美　　　　　　　　　　（議席順）

　市議会には、毎年３月（第１回）、６月（第２回）、９月（第３回）、１２月（第４回）
に開かれる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。議会を開くため
の招集は、市長が行います。議会の開会から閉会までの期間を会期といい、議
会が独自に決定しています。ここでは、会期中の一般的な議会の流れについて
ご紹介します。

議会の流れ議会の流れ

開
　
　
　会

質
　
　
　疑

➡

提
案
説
明

➡

議
案
提
出

一
般
質
問 

委
員
会
付
託

　議案には市の
決まり事である
条例や予算など
があります。市長
が提出した議案
の内容を説明し、
議員が疑問点を
ただし、市長等
が答弁します。

　本会議での議決に先
立って、議案を専門的、
効率的に審査するた
め、その議案を所管す
る委員会に審査を任せ
ます。
　※議員が提出した議
案など、一般に委員会
に付託せず本会議で審
議している議案もあり
ます。

委
員
長
報
告

　全ての委
員会が終わ
ると、再び
本会議を開
き、委員会
で審査した
経過と結果
を委員長が
報告します。

討
　
　
　論

議案につ
いて賛成
か反対か
の意見を
述べます。

採
　
　
　決

　通常は起立
採決の方法を
とります。議
決するには、
会議に出席し
ている議員の
半数を超える
賛成または反
対が必要です。

閉
　
　
　会

　全ての議
案の採決が
終わると閉
会となりま
す。結果は
議長から市
長に通知さ
れます。

本会議

一般質問 総括質疑

　円滑な議会の運営を期すため、議会運営の全般について協議などをするため設置されています。議会運営、
会議規則・委員会条例に関することなどを協議・審査するほか、議長の諮問に応じています。
　※構成は、４ページをご覧ください。

　第２回から第４回定例会では、開会後、３日間
または４日間にわたり一般質問が行われます。一
般質問は、市政全般を対象としたもので、議員が
あらかじめ通告した内容を市長等の執行部にた
だし、説明を求めます。

　第１回定例会では、本会議第１日目に、市長の
施政方針演説が行われ、この施政方針と各提出
議案に対し各会派の代表者が質疑を行います。
これを総括質疑といい、市政全般の問題をただ
す一般質問と区別しています。

　常任委員会は、複雑で広い範囲にわたる市の事務を専門的、効率的に審査・調査するために設置されています。
付託された議案などの審査（案件の説明・質疑・討論・採決）を行うほか、所管事項に関する調査を行うことも
できます。
　※各常任委員会の構成は、４ページをご覧ください。

常任委員会

総務
常任委員会

教育経済
常任委員会

環境厚生
常任委員会

都市建設
常任委員会

　議員全員が議場に集まって行う会議を本会議といいます。本会議では、議会の権限（議決権など）に関する全ての意思決定を行っています。

会派等の構成一覧表
会派等名称 人員 所属議員名 会派等名称 人員 所属議員名

新 政 ち が さ き 8
◎和田　清　　小磯妙子　　海老名健太朗
　吉川和夫　　岸　正明　　花田　慎
　西田淳一　　早川仁美　

公 明 ち が さ き 5
◎中尾　寛　　高橋輝男　　白川静子 
　滝口友美　　山崎広子

茅 ヶ 崎 ク ラ ブ 4
◎岸　高明　　松島幹子　　水島誠司 
　小島勝己

湘 風 ク ラ ブ 7
◎青木　浩　　岩田はるみ　　岡崎　進
　柾木太郎　　広瀬忠夫　　　伊藤素明
　山田悦子

み ん な の 党 
茅ヶ崎市議会議員団 3 ◎千葉　繁　　新倉真二　　長谷川由美

会派に属さない議員 1 　永瀬秀子

◎会派の代表者
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委員長 副委員長

総 務 常 任 委 員 会

常任委員会の新しい構成メンバーです

所管事項：総務部・企画部・財務部・消防本部・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員の所管に関する事項および他の常任委員会の所管に属さない事項

委員長 副委員長

教 育 経 済 常 任 委 員 会
所管事項：市民安全部・経済部・文化生涯学習部・教育委員会・農業委員会の所管に関する事項

委員長 副委員長

環 境 厚 生 常 任 委 員 会
所管事項：保健福祉部・こども育成部・福祉事務所・環境部・市立病院の所管に関する事項

委員長 副委員長

都 市 建 設 常 任 委 員 会
所管事項：都市部・建設部・下水道河川部の所管に関する事項

委員長 副委員長

青木　浩 滝口　友美 千葉　繁 山田　悦子 吉川　和夫

海老名　健太朗 水島　誠司 岩田　はるみ 和田　清 中尾　寛

議
会
運
営

委
員
会

※○数字は議席番号、委員名は議席順、〈  〉内は所属会派名、（  ）内は所属党派名。

※委員名は議席順

常任委員会の新しい構成メンバーです

㉕中尾　寛
〈公明ちがさき〉
（公明党）

⑳青木　浩
〈湘風クラブ〉
（自由民主党）

①花田　慎
〈新政ちがさき〉
（無所属）

⑥新倉　真二
〈みんなの党茅ヶ崎市議
会議員団〉（みんなの党）

⑮水島　誠司
〈茅ヶ崎クラブ〉
（自由民主党）

㉒岸　正明
〈新政ちがさき〉
（民主党）

㉔滝口　友美
〈公明ちがさき〉
（公明党）

⑬海老名　健太朗
〈新政ちがさき〉
（無所属）

⑧岡崎　進
〈湘風クラブ〉
（無所属）

⑦長谷川　由美
〈みんなの党茅ヶ崎市議
会議員団〉（みんなの党）

⑭小島　勝己
〈茅ヶ崎クラブ〉
（無所属）

⑱岩田　はるみ
〈湘風クラブ〉
（自由民主党）

㉑和田　清
〈新政ちがさき〉
（無所属）

㉓山崎　広子
〈公明ちがさき〉
（公明党）

⑲広瀬　忠夫
〈湘風クラブ〉
（無所属）

②早川　仁美
〈新政ちがさき〉
（神奈川ネットワーク運動）

④永瀬　秀子
〈会派に属さない議員〉
（日本共産党）

⑨山田　悦子
〈湘風クラブ〉
（無所属）

⑪小磯　妙子
〈新政ちがさき〉
（無所属）

⑯松島　幹子
〈茅ヶ崎クラブ〉
（無所属）

㉗高橋　輝男
〈公明ちがさき〉
（公明党）

⑰岸　高明
〈茅ヶ崎クラブ〉
（無所属）

⑫吉川　和夫
〈新政ちがさき〉
（無所属）

③西田　淳一
〈新政ちがさき〉
（社会民主党）

⑤千葉　繁
〈みんなの党茅ヶ崎市議
会議員団〉（みんなの党）

⑩伊藤　素明
〈湘風クラブ〉
（無所属）

㉖白川　静子
〈公明ちがさき〉
（公明党）

㉘柾木　太郎
〈湘風クラブ〉
（無所属）


